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消費者情報アンテナ 問／地域づくり支援課
☎463-2648

(1) 販売会社にクーリ
ング・オフを通知する。
　　　　　↓
(2) クレジット支払い
にしている場合は、ク
レジット会社に、販売
会社より先または同時
に通知をする。
　　　　　↓
(3) 記録を残すために
送信済のメールや画面
のスクリーンショット
等、内容と送信日付が
分かるデータを保存す
る。
　　　　　↓

これで手続き完了！

宛先：●●●●＠●●● .co.jp 
件名：クーリング・オフ 
株式会社〇〇 御中

次の契約を解除します。

契約年月日：△△年△△月△△日
商品名：□□□□□
契約金額：△△△△△円
販売会社：株式会社〇〇 〇〇支店
担当：〇〇〇〇さん

支払った代金△△△△△円を、
速やかに返金し、商品を引き取ってください。

△△年△△月△△日
住所：埼玉県朝霞市□□町△－△－△
氏名：〇〇〇〇

　民法の改正により、昨年４月１日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18・19歳の消費者ト
ラブルとして、「脱毛エステ」「出会い系サイト・アプリでのトラブル」「身に覚えのない商品が届いた」等の相談
が多く寄せられており、社会経験の少ない若者が狙われています。もし、契約後に「不安だな」「おかしいな」と感
じたときは、『クーリング・オフ』をしてみましょう！

【相談日】月～金曜日（祝日、12月29日～1月3日を除く）　午前10時～正午、午後１時～４時
【場　所】消費生活センター（市役所別館４階　48番窓口）
【電　話】463－1111（内線2256）
　契約に関するトラブル（商品の定期購入、賃貸借物件の退去トラブルなど）、
　霊感商法、多重債務などの相談を受け付けています。

まだまだアブナイ！18・19歳の皆さんへ～クーリング・オフのススメ～

●『クーリング・オフ』って、なぁに？
　契約後でも、決められた期間内であれば無条件で契約を解除できる、消費者の強い権利です。
※次の取引形態のみ

●『クーリング・オフ』の方法
　昨年６月からメールでも通知できるようになりました！従来どおり、はがきや FAXでも可能です。

＜クーリング・オフ通知　例文＞

「これって、クーリング・オフできるの？」「クーリング・オフ期間は過ぎてるんだけど…」「だまされたかも…」
等、困ったときにはぜひ朝霞市消費生活センターにご相談ください！

取引形態 期間（書面受領日を含む）
①訪問販売　②電話勧誘販売　③訪問購入
④特定継続的役務提供（エステ、美容医療、語学教室など） ８日間

⑤連鎖販売取引（マルチ商法）　
⑥業務提供誘引販売取引（内職商法、モニター商法など） 20日間

宛先：●●●●＠●●● .co.jp 
件名：クーリング・オフ 
株式会社〇〇 御中

次の契約を解除します。

契約年月日：△△年△△月△△日
商品名：□□□□□
契約金額：△△△△△円
販売会社：株式会社〇〇 〇〇支店
担当：〇〇〇〇さん

支払った代金△△△△△円を、
速やかに返金し、商品を引き取ってください。

△△年△△月△△日
住所：埼玉県朝霞市□□町△－△－△
氏名：〇〇〇〇

クーリング・オフは通
知を送信した日に効力
が発生します。
メールを送信する日付
を必ず記載しましょう。

ポイント

返金を振り込みにした
い場合には、振込口座
も書きましょう。

ポイント

販売会社が対象となる
契約を特定するために
必要な情報（契約年月
日、商品名、契約金額
等）をもれなく書きま
しょう。

ポイント
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問／それいゆぷらざ（女性センター）　☎463-2697

2　育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（個別周知・意向確認の措置の義務化）
　　育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産申出時の制度周知等を、事業主に義務化しました。
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ご存じですか？男性の育児休業

育 児・介 護 休 業 法

先輩パパにお話を聞きました！

変わりました！

消費者情報アンテナ

株式会社秀優  Ａさん
（朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス認定企業）
Ｑ．育休期間と時期　現在、お子さんは何歳ですか
次男の出産後～妻の退院（長男：５歳　次男：２歳）
Ｑ．育休を取ろうと思ったのはどうしてですか
周囲に取得した方がいたこと、上司から勧めてもらっ
たこと、同僚の協力もあり取得しました。
Ｑ．育休を取得して、思ったこと、感じたことは
当時３歳の長男が「ママがいないと嫌」とパパと二人
で外食しても１口も食べてくれませんでした。ママが
出産のためパパと二人で過ごすよ、と事前に伝えて臨
みました。長男と二人だけの時間を過ごしたことでと
ても仲良くなり、絆が深まりました。今しかない貴重
な時間を、一緒に過ごせました。
Ｑ．子育て中やこれから子育てする方にメッセージをお
願いします
育休はメリットが多く、社会として必要なのではない
かと思います。子育ての時期は、その時しか成長を見
ることができない貴重な時間です。大切に使ってほし
いと思います。

朝霞市役所勤務 Ｂさん
Ｑ．育休期間と時期　現在、お子さんは何歳ですか
出産後から保育園入園が決まるまで　１歳
Ｑ．育休を取ろうと思ったのはどうしてですか
成長が著しい時期の子どもと過ごすのは、かけがえの
ない時間だと感じ、その貴重な瞬間を見届けていきた
いと思い、取得を決意しました。
Ｑ．育休を取得して、思ったこと、感じたことは
二人で育児をしていても毎日大変。一人で育児をして
いる方の大変さは計り知れません。ご飯やトイレも
ゆっくりできず、買い出しのおむつや粉ミルクなど重
いものが多い。男性だからこそ、日頃から活躍できる
場面がたくさんあると感じました。
Ｑ．子育て中やこれから子育てする方にメッセージをお
願いします
手伝いではなく、主体的に行動しようと心がけると
パートナーも助かると思います。完璧にしなければと
気負わず、自分なりの育児ができれば大丈夫だと思い
ます。子どもと一緒に親も成長していきます。育児は
毎日休みなく大変なことも多いと思いますが、お互い
頑張りましょう。

育児休業を取得した先輩パパに、休業中の様子や子育てについてインタビューしました。

※男女平等推進情報「そよかぜ」は、公募市民の企画・編集協力員と協働し作成しています。

3　育児休業の分割取得
　　原則、お子さんが１歳になるまで取得できる育児休業を、分割して取得できるようになりました。

4　育児休業の取得状況公表を義務化
　　従業員数が1,000人を超える事業主は、育児休業の取得状況公表が義務付けられます。（令和５年４月１日～）

5　有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
　　期限を定めて雇用される労働者（有期雇用労働者）の取得要件が緩和されました。

　仕事と育児が両立できるよう、次の事項が改正され、令和４年４月から段階的に施行されて
います。詳しくは右のコードから、厚生労働省ホームページをご確認ください。

1　産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
　　育児休業とは別に、お子さんの出生後８週間以内に、４週間まで取得できる休暇が創設されました。
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